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下関都市計画道路の変更の案に関する公述意見と市の対応 
　令和７年８月１日開催の「下関都市計画道路の変更の案に関する公聴会」における下関都市計画道路

の変更の案に関する意見以外としての発言要旨及び下関市の考え方は次のとおりです。 
 発言要旨 下関市の考え方

  

①素案の縦覧について 

（意見） 

　ウェブサイト等で、対象道路の具体的な位置や

変更範囲が分かる地図、図面を速やかに公開して

欲しい。縦覧資料の内容を詳細化し、専門用語を

避けて分かりやすい表現に改め、市民が計画を理

解しやすい情報提供を行うべき。 

（理由） 

・対象道路の名前のみが公表され、詳細な計画図

が示されていない。 

・都市計画法第３条第３項は都市計画に関する知

識の普及及び情報の提供に努めることを規定して

いる。具体的な地図等をウェブ上で公開しないこ

とは情報提供義務の不履行に当たる可能性があ

る。 

 

 

 

 

②都市計画案の説明会及び公聴会について 

（意見） 

　説明会や公聴会の開催日時、場所を見直し、就

労者や学生、子育て世代の参加しやすい平日、夜

間、休日に複数回開催して欲しい。 

（理由） 

・説明会は平日の日中と夜間の各１回、公聴会は

平日昼間の１回のみ開催であり、就労者、学生ら

多くの住民にとって参加は極めて困難。 

・対象地域の市民が参加しやすい地域外で開催さ

れている点も大きな問題。 

・住民が実際に参加し、意見を述べるためには、

多様な地域や時間帯での開催が求められる。 

 

 
① 
　下関市では、都市計画の案を作成する段階で

住民の意見をできるだけ反映させるための措置

として、都市計画の素案について公聴会を開催

することとしています。公聴会の開催に当たっ

ては、都市計画の素案を縦覧するとともに、説

明会を開催し、詳細な内容や道路計画図を提示

することにより住民の理解に努めております。 
　また、素案の説明会に先立ち、地元地権者等

を対象にした説明会を開催し、住民が自身との

関係性や影響を把握できるよう努めています。 
　なお、詳細な道路計画については、今後の事

業実施段階において、事業者により説明の場が

設けられ、丁寧な説明に努められるものと考え

ています。 
　いただいた御意見は、今後の都市計画手続き

の参考にさせていただきます。 
 
 
② 
　素案の説明会については、地域の方のみなら

ず、市民全体の方が参加しやすいよう、会場へ

のアクセス性、規模や利用状況などを考慮し

て、複数回開催することとしています。なお、

素案の説明会に先立ち開催する、地元地権者等

を対象にした説明会については、対象地域に近

い場所で、夜間や休日も含めて複数回開催する

よう努めています。 
公聴会については、公述人が意見を述べる公

の場となるため、市民全体の方が参加しやすい

場所で開催することとしています。 
　いただいた御意見は、今後、説明会や公聴会

の開催において参考にさせていただきます。 
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③意見書及び公述申出書の提出方法について 

（意見） 

意見書や公述申出書の様式を市のウェブサイト

からダウンロードできるようにし、またその提出

方法に電子メールや FAX での提出を認め、住民が

手軽に意見を提出できる体制を整備して欲しい。 

（理由） 

・公述申し込みや意見書の様式をウェブサイトか

らダウンロード提供されておらず、またその提出

にメール、FAX が使えず、持参又は郵送のみとされ

ているが、情報通信技術の活用により、国民の利

便性向上が重視される中で、これは住民の意見提

出の敷居を不要に高くするものである。 

 

 

④都市計画決定への住民意見の反映について 

（意見） 

住民参加の各過程において、住民の意見を真摯

に受け止め、計画に反映させる姿勢を明確に示し

て欲しい。 

（理由） 

・上記①～③の問題が重なることで、住民は計画

内容を把握、検討する機会が奪われ、意見形成や

表明が著しく制限されている。 

・都市計画法の目的である住民意見の反映が空洞

化し、行政が意見を聞く気がないとの不信感を抱

かせる。行政への信頼と計画の透明性を損なう。 

 

 

 

 

 

 

 

 
③ 
　いただいた御意見を参考に、その他の提出方

法についても、今後、検討していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ 

　下関市では、、これまでも、都市計画の案に住

民の意見をできるだけ反映させるために、説明

会や公聴会等を開催しているところです。 
また、説明会での質疑応答や、公述意見、意

見書の提出を通じて聴取させて頂いた住民の

方々からの意見については、関係機関と協議を

行いながら、計画へ反映させるよう努めている

ところです。 
いただいた御意見を踏まえ、引き続き、住民

意見が述べやすい環境整備に努めていきます。


